
○一定規模以上の建築物その他の工作物に関する建設工事（対象建設工事）に

ついては、一定の技術基準に従い、当該建築物等に使用されている特定の建

設資材を分別解体等により現場で分別することを義務付け

○分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を義務付

け、リサイクルを推進（再資源化が困難な場合には縮減）
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最終処分

●分別解体等の義務付け
●再資源化等の義務付け

１．建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け１．建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け

①対象建設工事

　 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材

を使用する新築工事等であって、その規模が一定基準以上のもの。なお、都

道府県の条例により、対象建設工事の規模の引き下げ可能。

②特定建設資材

　 法施行当初は、コンクリート、木材、アスファルトの３品目の予定。

③分別解体等実施義務

　 対象建設工事受注者に対して、分別解体等を義務付け。

　 分別解体等は、一定の技術基準に従い、建築物等に用いられた特定建設資材

に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に工事を施工する等により

実施。

④再資源化等実施義務

　 対象建設工事受注者に対して、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄

物の再資源化を義務付け。

　 なお、木材については、一定距離内に再資源化施設がないなど、再資源化が

困難な場合には、縮減を実施。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について
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２．分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置２．分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置

○発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場にお

ける標識の掲示等により、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保

①元請業者から発注者への説明

　 対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、分別解体等の計画等について

書面を交付して説明。

②発注者から都道府県知事への工事の届出

　 発注者は、工事着手の７日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分

別解体等の計画等について、都道府県知事に届け出。

③元請業者から下請業者への告知

　 元請業者は、下請業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知。

④標識の掲示

　 解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲

示。

⑤元請業者から発注者への事後報告

　 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告

するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存。
○発注者・受注者間の契約手続きの整備により、受注者への適正なコストの支

払いを確保

①契約書面への解体工事費等の明記

　 対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要す

る費用等を明記。
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平均的な解体工事
の請負金額は30
坪100万円であり、
建設業許可が不要

技術力のない者、
不良業者の参入
が容易

※500万円未満の建設
工事のみを請け負う
業者は建設業許可不
要

・ミンチ解体
・不適正な施工
・不法投棄等の
    恐れ

※機械さえあれば
ミンチ解体を行う
ことで解体工事が
可能

・都道府県知事による
    解体工事業者の登録
・技術管理者の選任

○解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置等により、

適正な解体工事の実施を確保

３．解体工事業者の登録制度の創設３．解体工事業者の登録制度の創設

①解体工事業者の登録
　 解体工事業を営もうとする者に、都道府県知事への登録を義務付け。ただ

し、土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業に係る建設業の許可を
受けた者は除く。

②技術管理者の選任
　 解体工事業者に、解体工事の技術上の管理をつかさどる技術管理者の選任

を義務付け。

４．再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等４．再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等

○再資源化等の目標の設定、発注者に対する協力要請等により、再資源化及
び再資源化で得られた建設資材の利用を促進

５．その他５．その他

①基本方針における目標の設定等
　 基本方針において、再資源化等に関する目標や再生資材の利用の促進のた
めの方策を策定。なお、基本方針には、廃棄物の発生抑制や資材の再使用に
ついても明記。
②対象建設工事の発注者等に対する協力要請
　 対象建設工事の発注者等に対し、再資源化で得られた建設資材の利用につ
いて、都道府県知事等から協力を要請。

①罰則
　 分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの
不備等に関する所要の罰則規定を整備。
②施行
　 施行は公布の日（平成１２年５月３１日）から、基本方針等については６ヶ
月以内、解体工事業者の登録等については１年以内、分別解体等及び再資源
化等の義務等については２年以内。


